
 

 
新型コロナウィルス感染症自宅療養者への医療提供体制について 
 

・コールセンター 

県 11 保健所及び感染症対策課において一般相談窓口を 2020 年１月 29 日と

2020年１月 27日からそれぞれ設置しており、県民からの健康相談について対応

を行っています。また、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市も同様に

一般相談窓口を設置し、相談業務を行っています。 

○一般相談窓口開設時間 

 愛知県内 11保健所：平日 午前 9時から午後 5時まで 

  名古屋市 16区保健センター：平日 午前 8時 45分から午後 5時 15分まで 

  豊橋市：平日・土、日、祝日 午前 9時から午後 5時まで 

  岡崎市：平日 午前 9時から午後 5時まで 

    一宮市：平日 午前 8時 45分から午後 5時まで 

  豊田市：平日 午前 9時から午後 5時まで 

 愛知県感染症対策課：午前 9時から午後 5時 30分まで（土・日・祝日も実施） 

  

 

・健康観察 

自宅療養については、保健所が毎日患者の健康状態を確認しており、症状悪化

の兆候が見られた場合は、速やかに入院させる体制をとっています。毎日の健康

観察にあたっては、酸素飽和度（SpO2）を測定するパルスオキシメーターを各保

健所から自宅療養者に貸し出しを行っています。県内の保健所設置市も同様の

対応をとっています。 

 〇パルスオキシメーター貸出 

パルスオキシメーター保有状況 

 愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 豊田市 計 

所有台数 10,398 8,000 1,000 1,009 1,000 1,010 22,417 

 保健所 9,069 

 宿泊療養施設 1,329 

  名駅南：550 安城１：154 安城２：235 豊川：75 R&B：215 蒲郡：100 
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・自宅療養者等医療提供体制交付金 

体調が悪化した自宅療養者が、速やかに必要な医療が受けられるよう、自宅療

養者への往診や訪問が可能な医療機関、訪問看護ステーションを登録すること

により、自宅療養者向け医療提供体制を強化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇実績について（６月１６日～１２月３１日：暫定値） 

・登録機関数（施設所在地で整理） 

 愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 豊田市 計 

医療機関 297 240 31 56 54 31 709 

訪問看護 37 48 6 5 5 2 103 

・診療実績（自宅療養者等の所在地で整理）    （単位：延べ回数） 

実施主体 
医療機関 訪問看護 

計 
電話等 オンライン 往診 外来 電話等 訪問 

愛知県 1,688 28 760 2,606  140 5,222 

名古屋市 1,619 29 386 2,113  295 4,442 

豊橋市 1 2 5 77  9 94 

岡崎市 65   229   294 

一宮市 160 8 15 186  14 383 

豊田市 179 5 77 125  2 388 

計 3,712 72 1,243 5,336  460 10,823 
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・自宅療養者・宿泊療養者搬送体制整備事業 

① 保健所に感染対策を施した搬送車両を配備し、受診が必要となった交通手段

の無い自宅療養者を病院へ搬送できるようにしている。 

配備車両 通常の乗用車に感染防止対策を行った車両 

配備時間 全日 ９：００～１７：３０ 但し、時間外対応あり 

配備台数 各保健所１台（１１保健所に計１１台） 

実施期間 令和３年９月２１日から令和４年３月３１日 

搬送実績 ９月：延 55回 10月：延 28回 11月：延 22回 

※ 政令市・中核市には補助金を交付して対応する。 

② 入院が必要となった自宅療養者や宿泊療養者を病院へ搬送するため、酸素吸

入やストレッチャーでの対応が可能な車両を４台配備している。 

配備車両  酸 素 吸 入 、 ス ト レ ッ チ ャ ー に 対 応 し た 感 染 防 止 対 策 を 行 っ た 車 両  

配備時間  ２４時間３６５日  

配備地域  
県内１時間以内に患者のもとに到達する体制と
し、名古屋市、小牧市、豊川市、安城市に１台ず
つ配備（今後、運行状態により適宜見直し）  

配備台数等  ４台（１台につき、運転士１名＋補助者１名）  

実施期間  令和３年９月２１日から令和４年３月３１日  

搬送実績  9 月 :8 回、 10 月 :5 回、 11 月 :0 回、 12 月 :9 回  

※ 政令市、中核市は直接国に対して補助申請できるため、対象としない。 

 

 

・自宅療養者に対する配食サービスの提供 

 対象者：県保健所管轄区域内に在住する新型コロナウイルス感染症の軽症者

等（無症状または軽症者）で自宅療養をする者のうち、食事の提供を

希望する者。 

 提供内容：弁当・飲料を１食分とし、１日３食分を自宅療養期間が終了する 

      まで毎日提供する。 

※ 政令市・中核市には補助金を交付。 （単位：件）

2020年度

合計 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

県所管 13,034 3,367 11,067 3,582 1,621 26,845 26,601 1,516 303 207 88,143

名古屋市 23,791 7,071 22,849 7,018 3,377 39,207 37,594 2,285 299 129 143,620

豊橋市 3,372 344 2,440 1,744 630 3,312 2,174 285 84 4 14,389

岡崎市 1,199 282 1,134 605 119 4,160 4,061 69 9 15 11,653

一宮市 ― 427 1,356 424 187 2,722 4,468 233 0 20 9,837

豊田市 1,283 987 1,019 359 94 2,618 2,794 135 8 24 9,321

計 42,679 12,478 39,865 13,732 6,028 78,864 77,692 4,523 703 399 276,963

合計
2021年度

実施主体


